
控除額のイメージ 

改
正
後 

控除対象外 
２，０００円 

 所得税の 
  控除額 
  ４，８００円 

 市・県民税 
 の控除額 
 （基本分）   
 ４，８００円 

 市・県民税の控除額 
 （特例分）  ３８，４００円 

寄附額 ５０，０００円 

控除額 ４８，０００円 

（上限）市・県民税所得割額の２割 

改
正
前 

控除対象外 
２，０００円 

 所得税の 
  控除額 
  ４，８００円 

 市・県民税 
 の控除額 
 （基本分）   
 ４，８００円 

 市・県民税の控除額 
 （特例分）  １８，４００円 

 上限を超え、 
 控除できなかった額 
   ２０，０００円 

寄附額 ５０，０００円 

控除額 ２８，０００円 

市・県民税所得割額の１割 

給与収入５００万円程度の人が、５万円を寄附した場合の例  
※控除額は、所得金額や家族構成により異なります。 

★ワンストップ特例制度を利用された場合は、所得税の控除分も市・県民税での控除となります。 

（上限） 


